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(57)【要約】
【課題】肋骨や肩甲骨によって不安定となることなく人
体上の複数のツボに一度に温熱効果を付与できる温灸用
容器を提供する。
【解決手段】温灸用容器１を、上下に開口を有する内部
中空の枠体２と、前記枠体２の内側に前記枠体２の下開
口部から離間して配置され多数の貫通孔を有する発熱体
載置板９とで構成し、前記枠体２は、前記枠体２の一部
を構成する短辺部３と、前記短辺部３と対向する部位を
構成する長辺部５を有し、前記短辺部３は、普通人の左
右の肋軟骨Ｒの内側に収まる長さに形成されて前記短辺
部３の両端に前記肋軟骨Ｒの内側部分に近接する肋軟骨
近接部７を有する形状とした。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　上下に開口を有する内部中空の枠体と、
前記枠体の内側に前記枠体の下開口部から離間して配置され多数の貫通孔を有する発熱体
載置板とを備え、
前記枠体は、
前記枠体の一部を構成する短辺部と、前記短辺部と対向する部位を構成する長辺部を有し
、
前記短辺部は、普通人の左右の肋軟骨の内側に収まる長さに形成されて前記短辺部の両端
に前記肋軟骨の内側部分に近接する肋軟骨近接部を有する
温灸用容器。
【請求項２】
　前記枠体の一部を構成して前記短辺部と前記長辺部の各一端と各他端をそれぞれ繋げる
一対の側辺部を備え、
前記各側辺部に、
前記肋軟骨近接部よりも人体幅方向外側位置で普通人の左右の肩甲骨の背面突出部の内側
に収まる肩甲骨内側近接部を有する
請求項１記載の温灸用容器。
【請求項３】
　前記２つの肩甲骨内側近接部の間の長さは、前記長辺部の長さよりも短く構成され、
前記一対の側辺部は、前記枠体の内側で前記発熱体載置板より下方の温熱空間が前記短辺
部から前記長辺部に向かうほど人体幅方向へ広がる形状に形成されている
請求項２記載の温灸用容器。
【請求項４】
　前記側辺部は、前記短辺部の端から前記長辺部の端へ向かって一直線に形成され、
前記温熱空間の空気対流をスムーズにした
請求項３記載の温灸用容器。
【請求項５】
　前記枠体は、
幽門、中かん、水分、大横、天枢、および神闕を前記温熱空間内に全て収容する第１配置
、
脾兪、胃兪、命門、腎兪、大腸兪、および腰陽関を前記温熱空間内に全て収容する第２配
置、
風門、肺兪、身柱、心兪、および膈兪を前記温熱空間内に全て収容する第３配置、
および、
膈兪、肝兪、魂兪、胆兪、脾兪、および胃兪を前記温熱空間内に全て収容する第４配置の
全ての配置を可能とする大きさに形成されている
請求項３または４記載の温灸用容器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、例えば灸による温熱刺激を人体に与える際に用いる温灸用容器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、もぐさ等の燃焼材を収容して人体の上に載置し、着火した燃焼材の熱によって患
部に温熱作用を及ぼす温灸用容器が提案されている（特許文献１参照）この特許文献１記
載の温灸用容器は、温灸用炭材の熱が、燃焼突起と底部と断熱突起を介して患部に間接的
に作用することで、やけどを防止することができる等とされている。
【０００３】
　ここで、上記温灸用容器は、円筒形であり、人体に載置される面が円形となるように形
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成されている。このため、一度に作用を及ぼすことができる人体上のツボの数や面積が限
られるという問題点がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００３－１１６９５９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　この発明は、上述した問題に鑑み、肋骨や肩甲骨によって不安定となることなく人体上
の複数のツボに一度に温熱効果を付与できる温灸用容器を提供し、利用者の満足度を向上
させることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　この発明は、上下に開口を有する内部中空の枠体と、前記枠体の内側に前記枠体の下開
口部から離間して配置され多数の貫通孔を有する発熱体載置板とを備え、前記枠体は、前
記枠体の一部を構成する短辺部と、前記短辺部と対向する部位を構成する長辺部を有し、
前記短辺部は、普通人の左右の肋軟骨の内側に収まる長さに形成されて前記短辺部の両端
に前記肋軟骨の内側部分に近接する肋軟骨近接部を有する温灸用容器であることを特徴と
する。
【発明の効果】
【０００７】
　この発明により、肋骨や肩甲骨によって不安定となることなく人体上の複数のツボに一
度に温熱効果を付与できる温灸用容器を提供できる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】温灸用容器の外観の説明図。
【図２】人体上のツボをカバーする温灸用容器の説明図。
【図３】燃焼体を載置した使用状態の温灸用容器の説明図。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　温灸用容器を用いて燃焼材による温灸効果を得たい場合、人体のツボに対して温熱効果
を与える必要がある。ここで、人体の表面には起伏があり、特に、人体正面の肋骨上と腹
部上とにまたがって温灸用容器を載置する、あるいは人体背面の肩甲骨上に一部が載るよ
うに温灸用容器を載置すると、人体の正面や背面に対して温灸用容器の底面が傾いてしま
う。このように温灸用容器の底面が人体の正面や背面に対して傾いて載置されると、均一
な温灸効果が得られない。すなわち、一部のツボには十分に温灸効果が得られ、他のツボ
においては温灸効果が低すぎるあるいは高すぎてやけどの原因になるということが発生し
得る。
【００１０】
　このようなことを避けて効果的な温熱効果を得るために、本発明者は、温灸用容器につ
いて様々な形状を検討した。まず、平面視円形や平面視正方形でいくつかのサイズを試し
た。円形の場合、大きくして腹部に載置すると、ツボのうち幽門と中かん（中▲月完▼）
を一度にカバーする、あるいは水分と天枢と神闕をカバーすることができた。しかし、こ
れら全てを一度にカバーすることはできず、とくに大横に関しては左右の位置が離れてい
るため左側の大横と右側の大横を一度にカバーすることはできなかった。また、正方形の
場合も、同様のカバー範囲であった。
【００１１】
　今度は、長方形にして試してみたところ、幽門と中かんを一度にカバーする、あるいは
水分と天枢と神闕と左右の大横を一度にカバーすることができた。しかし、これらすべて
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を一度にカバーすることはできなかった。
【００１２】
　また、人体の背面のツボに関して、長方形の場合、背骨の左右にある風門、肺兪、身柱
、心兪、および膈兪を一度にカバーすることはできるが、背骨の左右にあっても下方へ行
くほど広がっている脾兪、胃兪、腎兪、および大腸兪を一度で適切にカバーすることはで
きなかった。
【００１３】
　さらに、これらの円形、四角形、長方形等の形状は、大きすぎると肋骨や肩甲骨によっ
て適切に載置できなくなり、小さくすると一度にカバーできる範囲が狭くなるとともに熱
がこもって熱くなりすぎることが起こりやすいという問題点があった。
【００１４】
　このように試行錯誤した結果、肋骨や肩甲骨の影響を受けずに適切に人体上に載置でき
、かつ多くのツボを一度にカバーして、さらに熱しすぎることを防止できる構造に至った
。　
　以下、本発明の一実施形態を図面と共に説明する。　
【実施例１】
【００１５】
　図１は、温灸用容器１（箱灸もしくは枡灸）の外観の説明図であり、図１（Ａ）は平面
図、図１（Ｂ）は縦断正面図を示す。図２は、人体上のツボをカバーする温灸用容器１の
説明図であり、図２（Ａ）は仰向けの人体の腹部に載置した状態（第１配置）の平面図、
図２（Ｂ）はうつ伏せの人体の腹背部に載置した状態（第２配置）の平面図、図２（Ｃ）
はうつ伏せの人体の背部上方位置に載置した状態（第３配置）の平面図、図２（Ｄ）はう
つ伏せの人体の背部下方位置に載置した状態（第４配置）の平面図を示す。
【００１６】
　温灸用容器１は、木製の枠体２と、枠体２内に装着される金属製の発熱体載置板９とで
構成されている。
【００１７】
　枠体２は、厚み７ｍｍ～２０ｍｍ程度の木板を組み合わせて構成されており、この実施
例では厚み１０ｍｍ程度の木板で構成されている。
【００１８】
　枠体２は、短辺部３と、側辺部４（左側辺部４ａ，右側辺部４ｂ）と、長辺部５を備え
ている。短辺部３、側辺部４、および長辺部５は、いずれも一直線の板状で、人体に載置
した際の高さ（図１（Ｂ）の上下方向の長さ）が略均一であり、上面２１および底面２２
が同じ高さに揃うように、鉛直に立てた状態の板のそれぞれの端部が隙間なく接続されて
いる。これにより、枠体２は、内部が中空で平面視台形状に形成されている。
【００１９】
　短辺部３の両端となる角部は、肋軟骨近接部７として機能するよう、人体の左右の肋軟
骨Ｒの中間あたりに当接する位置に配置されている。すなわち、短辺部３の外面３１の左
右方向（人体幅方向）の長さ１１は、図２のツボ位置説明図に示すように、腹部側のツボ
である左右の幽門、背部側のツボである左右の脾兪、および左右の膈兪に左右の側辺部４
の厚みを加算した長さよりも幅広で、かつ、左右の肩甲骨突起部Ｋの間の長さよりも短く
形成されている。
【００２０】
　長辺部５の両端となる角部は、人体の左右にある大横を両方とも枠体２の内側に収容で
きる位置となる幅広部８として機能するよう、一般人の大横の幅よりも側辺部４の厚み以
上に外側で普通人の腰幅よりも狭い位置に配置されている。
【００２１】
　側辺部４の外壁４１の中心よりも少し短辺部３側には、普通人の左右の肋軟骨Ｒの内側
に当接または近接する肩甲骨内側近接部４５が左右それぞれ同じ位置で側辺部４の底面２
２部分に設けられている
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　短辺部３の外壁３１から長辺部５の外壁５１までの長さ１３は、図２（Ａ）に示す幽門
から神闕まで、図２（Ｂ）に示す脾兪から腰腸兪、図２（Ｃ）に示す風門から膈兪まで、
図２（Ｄ）に示す膈兪から胃兪までをカバーできるように、これらの距離よりも短辺部３
の厚みと長辺部５の厚み以上に長く形成されている。
【００２２】
　図１（Ｂ）に示すように、短辺部３の内面３２、側辺部４の内面４２、および長辺部５
の内面５２は、高さ方向（図１（Ｂ）の上下方向）の中央部分に溝２３が全周に渡って同
じ高さに設けられている。この溝２３には、発熱体載置板９の端部が挿入されている。こ
れにより、発熱体載置板９は枠体２に安定して固定される。
【００２３】
　発熱体載置板９は、金属の網で形成されており、多数の貫通孔９１を有している。枠体
２の内側は、発熱体載置板９によって上下に仕切られており、上方に燃焼体載置空間Ｅ１
、下方に温熱空間Ｅ２が設けられている。これにより、発熱体載置板９は、貫通孔９１を
通じて燃焼体載置空間Ｅ１と温熱空間Ｅ２との熱交換が可能に形成されている。
【００２４】
　図３は、燃焼体Ｎを載置した使用状態の温灸用容器１の説明図である。図３（Ａ）の縦
断正面図に示すように、もぐさなどの燃焼体Ｎを発熱体載置板９に載置して着火すると、
図に点線で示すように燃焼体Ｎを中心に温熱が温熱空間Ｅ２内に広がっていく。
【００２５】
　図３（Ｂ）の平面図に示すように、この温熱は燃焼体Ｎ（Ｎ１～Ｎ３）を中心に平面方
向へも広がっていく。ここで、枠体２が平面視台形（人体接触領域が台形）に形成されて
おり、温熱空間Ｅ２も平面視台形状であることから、短辺部３に近い幅狭の空間から長辺
部５に近い幅広の空間へ向かって熱が流れる。すなわち、狭い空間の方が燃焼体Ｎ１の熱
がこもって熱くなりやすいが、広い空間では燃焼体Ｎ３の熱がそれほどこもっておらず温
度が低い。このため、燃焼体Ｎ１の発した熱が狭い空間から広い空間へ移動するよう対流
が発生し、さらに発熱体Ｎ１～Ｎ３の周囲の隙間から上方へ熱が抜けていく。このとき、
短辺部３、側辺部４，４、長辺部５の内面がすべて鉛直に直線状に形成されているため、
上方への熱の移動がスムーズに行われる。従って、温熱空間Ｅ２が熱くなりすぎることを
防止できる。
【００２６】
　以上の構成により、温灸用容器１は、複数のツボに対して同時に温熱効果を与えること
ができる。温灸用容器１は、広い範囲をカバーできるように大きく形成されているため、
広い範囲のツボに適切な火力での温熱効果を与えることができる。
【００２７】
　仰向けの普通人の肋軟骨Ｒに肋軟骨近接部７が当接若しくは近接した状態に温灸用容器
１を載置すれば、図２（Ａ）に示したように、幽門、中かん、水分、大横、天枢、および
神闕に対して一度に温熱効果を付与でき、かつ、温灸用容器１が大きすぎることなく人体
腹部と底面２２（図１（Ｂ）参照）の隙間が少ない閉じた空間での温熱空間Ｅ２を形成す
ることができる。
【００２８】
　また、うつぶせ状態の普通人の腹背部に、短辺部３が頭部側に位置して長辺部５が脚部
側に位置する向きに載置すると、図２（Ｂ）に示したように、脾兪、胃兪、命門、腎兪、
大腸兪、および腰陽関に対して一度に温熱効果を付与でき、かつ、温灸用容器１が大きす
ぎることなく人体腹部と底面２２（図１（Ｂ）参照）の隙間が少ない閉じた空間での温熱
空間Ｅ２を形成することができる。
【００２９】
　また、うつぶせ状態の普通人の背部に、長辺部５が頭部側に位置して短辺部３が脚部側
に位置する向きで、かつ肩甲骨内側近接部４５が肩甲骨突起部Ｋに近接する位置に載置す
ると、図２（Ｃ）に示したように、風門、肺兪、身柱、心兪、および膈兪に対して一度に
温熱効果を付与でき、かつ、温灸用容器１が大きすぎることなく人体腹部と底面２２（図
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１（Ｂ）参照）の隙間が少ない閉じた空間での温熱空間Ｅ２を形成することができる。
【００３０】
　また、うつぶせ状態の普通人の背部に、短辺部３が頭部側に位置して長辺部５が脚部側
に位置する向きで、かつ肋軟骨近接部７が肩甲骨突起部Ｋの内側の位置に載置すると、図
２（Ｄ）に示したように、膈兪、肝兪、魂兪、胆兪、脾兪、および胃兪に対して一度に温
熱効果を付与でき、かつ、温灸用容器１が大きすぎることなく人体腹部と底面２２（図１
（Ｂ）参照）の隙間が少ない閉じた空間での温熱空間Ｅ２を形成することができる。
【００３１】
　このように、様々な配置で肋骨や肩甲骨に影響されずに人体Ｈ（図３（Ａ）参照）上に
適切に載置でき、かつ、多数のツボに対して同時に温熱効果を付与できる温灸用容器１を
提供できる。すなわち、多くのツボに対して同時に温熱効果を付与しようと温灸用容器を
大きくすると肋骨や肩甲骨の影響を受けて温熱効果の付与に支障が生じてしまい、逆に温
灸用容器を小さくすれば肋骨や肩甲骨の影響は受けないものの同時に温熱効果を付与でき
るツボの数が少なくなるという相反する課題を両立させることができ、高い治療効果を得
ることができる。
【００３２】
　また、このように同時に多くのツボを温熱することで、各ツボの発赤具合を目視により
確認できる。つまり、赤くならずに冷えている部分（患部）を確認できるなど、発赤具合
から病巣や症状を把握できる。従って、把握した病巣や症状に応じて追加でお灸をするこ
とや追加の治療を行うことができる。
【００３３】
　また、温灸用容器１は、短辺部３付近の幅狭空間から長辺部５付近の幅広空間まで徐々
に広がる末広がりの温熱空間Ｅ２を有するため、温熱空間Ｅ２内で対流が生じて燃焼体Ｎ
の温熱が熱くなりすぎることを防止できる。
【００３４】
　この発明は、上述の実施形態に限らず、様々な形態とすることができる。　
　例えば、発熱体載置板９は、金属網に限らず、多数の貫通孔を設けた金属若しくは陶器
等の適宜の素材など、燃焼体載置空間Ｅ１と温熱空間Ｅ２の熱交換が可能で発熱体Ｎを載
置できるもので構成することができる。
【００３５】
　また、枠体２の形状は、幅広部８の角を落とした形状に形成する、枠体２の短辺部３近
傍に幅が変わらない平行側辺部を設けてからハ字型の側辺部４を設けるなど、肋軟骨近接
部７、幅広部８、および肩甲骨内側近接部４５の条件を満たす適宜の形状に形成してもよ
い。この場合も同様の効果を得ることができる。
【産業上の利用可能性】
【００３６】
　この発明は、ツボ等に温灸効果を付与する温灸治療等に利用することができる。
【符号の説明】
【００３７】
１…温灸用容器
２…枠体
３…短辺部
４ａ…左側辺部
４ｂ…右側辺部
５…長辺部
７…肋軟骨近接部
８…幅広部
９…発熱体載置板
４５…肩甲骨内側近接部
Ｅ２…温熱空間
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